
第１号議案

件 名 栃木県教育委員会事務局組織規程の一部改正について

提案理由 令和２(2020)年度における教育委員会事務局の組織改編に伴い、栃

木県教育委員会事務局組織規程について所要の改正を行うものであ

る。



栃木県教育委員会事務局組織規程の一部改正について 

R2(2020)年３月18日 教育委員会事務局総務課 

 

１ 改正の趣旨 

    令和２(2020)年度の教育委員会事務局組織改編等に伴い、栃木県教育委員

会事務局組織規程について所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 ① スポーツ振興課の「施設整備担当」を 「スポーツ施設担当」に改称※ 

 ② 令和２(2020)年度から栃木県総合運動公園北・中央エリアにおけるメイ

ンスタジアム等のスポーツ施設の所管が県土整備部から教育委員会に移管

されること等に伴い、スポーツ振興課に分掌事務を追加 

 ③ その他、所要の文言の整理 

 

※ 令和２(2020)年度教育委員会事務局組織改編 

 

 

３ 施行期日 

  令和２(2020)年４月１日 

 

 

 

 

 

   

（教育委員会事務局）

備考

改称

生涯スポーツ担当 生涯スポーツ担当

競技力向上対策室 競技力向上対策室

課室名 班・担当等名

スポーツ振興課

総務担当 総務担当

施設整備担当 スポーツ施設担当

現　　　　　行
改　　編　　後
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